
介護情報基盤について

健康福祉局長寿社会部介護保険課

令和７年度第２回「川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会」資料



介護情報基盤とは
 介護情報基盤とは、各介護事業所や自治体等に分散している介護情報等を、電子的に閲覧

できる情報基盤を整備し、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が介護情報等を電子
的に閲覧できる環境を構築することにより、医療・介護間の連携を強化しつつ、多様な主体が協
同して高齢者を地域で支えていく「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図るものです。

 これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報を電子で共有することで、業務の効率化（職
員の負担軽減、情報共有の迅速化）を図り、 さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報
を活用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適切なケア
の 提供など、介護サービスの質の向上を図ります。

 本市における介護情報基盤への情報連携につきましては、令和１０年４月１日開始を予定
していますが、正式な情報連携時期が決定しましたら改めてお知らせします。

 介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援として、介護情報基盤の導入に係る費用
の助成金の交付があります。申請期間は令和７年 10 月 17 日から令和８年３月13 日
（予定）までとなっています。詳細については、介護情報基盤ポータルをご確認ください。

介護情報基盤ポータルサイト https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
公益社団法人国民健康保険中央会が設置したポータルサイトです。

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
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